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髙 岡 一 郎    内 藤 吉 子 

 

          細 川 ゆう子    真 鍋 修 司 

 

          山 田   淳    和 田 周 治 

 

  （欠席委員）  数 山 美奈子    槇 村 久 子 

 

   幹  事   森 山 敏 夫    森   康 郎 

 

          山 田 博 史 
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〔午前10時00分 開会〕 

 

会長 おはようございます。定刻でありますので始めたいと思います。今日はお手元の

「審議会次第」にありますように前回の延長というか、「経営」の問題について前回色々

御意見をいただきました。しかし、なお発言を希望なさっているのを時間的制約があって

前回できなかった方もいらっしゃるかも分かりませんし、中身が非常に重要なテーマです

のでもっと掘り下げる事も必要かということもあって、もう１回この「経営」の問題につ

いて議論をやろうということで、前回に引き続いての資料を使いながら検討したいという

ことです。 

お手元の資料にございますように、前回に引き続いてのテーマですから、もし時間が

あれば「次第３」の「国際」と「環境」問題、これは国の「ビジョン」を作る手本から言

うと第４の柱、第５の柱というものですが、それは本市においては一括して「環境・国

際」関連というふうにまとめて１つの章にしているものですが、これの資料の「素案」の

御説明をいただいて、これについての御意見あるいは御質問等を受けたいというふうに思

います。ですから、「次第２」の「経営」に関連する問題の議論を尽くされたかなと思わ

れるところで「次第３」に移りたいと考えています。そうすると、もしここまで上手く運

べば、あと残されたものは前回と今回の「経営」に関する、いただいた意見を「素案」の

中にどういうふうに取り込むかという、今までやってきている感じの、それを次回の冒頭

でやる。それからもちろん「環境・国際」についても出来れば、あるいは御意見をいただ

ければ、それをまた「素案」を修正したものを合わせて次回やれるかなというふうに思い

ます。 

さらに、次回の場合は主な議題で残されたものとして、「素案」の 後の辺りの部分で

「中長期的な課題」とありますが、そのところを事務局の方に御説明いただいて御意見を

いただくという辺りで、大体の次回の中身は事務局と相談しながら考えています。 

そうすると「事務局案」の「素案」ですが、大体初めから終わり「中長期的な課題」

のところまで終えたという感じになるわけですから、あとはもう１回、審議会の場を設け

て、全体の調整、第１回のときから色々、特に全体の目次の構成辺りのところとか、ある

いは各ページのレイアウトについて御意見をいただきながら、これは全体の問題に及ぶか

らということで、それぞれの章を修正する時にはそれに対するどういう考え方を取ったら

いいのかという結論的な部分を出してないので、これは全体が終わってからやろうという

ことになっていますから、その辺の事をやりたいということと、後はいくつかの章があり

ますから、もしかしたら章と章の間を繋ぐような部分が欠けているものがあるかもしれな

いし、ダブっているものもあるかもしれないという辺り。この辺りの御意見、いわゆる

「全体調整」が必要かというふうに考えますし、あるいは「素案」の後ろの方に「用語

集」、専門的に使う言葉の解説がありますが、大抵、他の自治体の同じような水道の「ビ

ジョン」にもほとんどそういうような用語の説明が巻末に付いている物が多いのですが、

本市もそういうものを付けているわけです。ここで一々言葉で説明しませんが、目を通し

ていただいて、「こういう用語の解説もいるのではないか」とか、あるいは「用語の解説

についてもう少し詳しく、あるいは分かりやすく解説してくれないか」という御注文もも

しかしたらあるかもしれないので、それもあれば受けたいと思います。そういう「全体的
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な調整」をやる場をもう一回設けるというふうに考えております。審議会としてはあと２

回と考えております。 

後は、事務局の考えはパブリックコメントにかけるというか、市民の皆さんの御意見

を聞きたいということで、大体１ヶ月位時間を要すると思いますが、意見はいろいろ出て

来るであろうと、それを受けて、市民の皆さんから色々御注文があれば、それを取り入れ

るものがあれば、またこの場で「素案」を修正し、「第３版」を作るという形で「確定

版」に至るように、ここでやろうということを考えています。それは今申したように、パ

ブリックコメントの期間は大体１ヶ月ですから、このカレンダーで言うと来年になるだろ

うと思います。 

そういうような審議会のこれから運びや今日は何をやるかということと、次回以降大

体こういう事を考えているという予定など、スケジュールは今申したような事でございま

す。 

それでは、まず今日の事務的な説明を事務局からお願いします。 

 

事務局 おはようございます。事務局から御報告いたします。本日の出席委員は13人でご

ざいます。数山委員、槇村委員につきましては、所用により欠席との連絡を受けておりま

す。過半数の８人を超えておりますので、審議会は成立しております。 

次に、本日の会議録署名委員は髙岡委員と内藤委員にお願いいたします。また本日の

傍聴関係でございますけれども、新聞社から１名希望されておられます。本日の議事につ

きましては、先ほど会長からございましたように、お手元にお配りしております「会議次

第」の通りとなっております。 

続きまして資料の御確認をお願いします。本日は、前回に引き続きまして「経営」に

関する審議をお願いする事になっておりますが、前回の会議録はまだ作成中でございます

ので、「資料第８号」は前回の「経営」の審議の中での質問内容等を整理したものでござ

います。「資料第９号」につきましては、「環境・国際」に関する資料でございまして、前

回までと同様、第１回審議会でお配りいたしました「素案」から抜粋したものでございま

す。第３章からの抜粋といたしまして58から60とページ番号を打っております２枚もの、

第４章からの抜粋としましてページ番号82から84とページを打っております２枚ものにな

っております。資料の方に不足あるいは落丁等ございましたら事務局までお申し出願いた

いと思います。 

それから事務局からのお願いでございますけれども、本日のこの会場でございますが、

只今市議会の開会中ということもございまして、この部屋は12時までしか利用できないと

いうこともございますので、申し訳ありませんが審議の進行方、御協力をお願いいたしま

す。事務局からは以上です。 

 

会長 ありがとうございました。それでは、傍聴を希望されている方がおられますが、ル

ールに従って入っていただいていいと思いますがよろしいですか。それではどうぞお入り

ください。 

それでは中身に入っていきたいと思います。「経営」の問題について「現状と課題」、

それから「今後の方向性」についての「素案」の説明は前回の通りでございます。これに
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ついて、なお御質問あるいは御意見がございましたらお願いします。 

 

委員 資料の前回の「素案」に対する主な意見のところで、多分私の意見で「収支差引」

と書いてありますが、「収支差額」と前回申したと思いますが間違いなのではないかと。

「資料８」の付箋の「経営及び運営基盤の強化」関連での「素案」に対するおもな意見の

ところの、②の「収支状況」というのがありますが、ここのところの３番目の３行目のと

ころに「収支差引」と書いてありますが。前回質問させていただいたのは、収支のバラン

スが基本的に取れていることが公営企業の本来の役割でありますが、「素案」上において

は「利益」という用語がかなり出てきていて、例えば前回の「資料７」の80ページにおい

ても「財務体質の強化に向け、当面の利益を活用する」というような文言ですね。そうい

う言い方では、処分が自由な性質を意味する利益というように一般の方が誤解をされてし

まうと思います。本来、まだ負担すべき支出に相当するもの、費用に相当するものが内部

化されてないのが現状であって、現行法の中においても内部化することが可能であるもの

も内部化されてないということも見られます。 

さらには、先ほど言いました更新費用とかそういうものについても長期的な観点から、

前回も先生の方からありましたが、「事業報酬」、「資本報酬」という性質のものがちょっ

とあるのですけれども、それを企業の建設時に、維持継続性を図るための内部留保という

のが適切に組まれているかというものが、本来その利益計画の中にも入ってこないといけ

ない。それらがあまりにも説明不足になっているのじゃないかという気がします。ですか

らそういう面から言いますと、安定した「財政基盤」、「経営」というもの考えていった場

合に、もう少し計画的な財務内容の検討を、内部留保すべきものをもう少し示し、充実し

ていかれる方向で是非お願いしたいと思います。 

 

会長 ありがとうございます。今の御発言は、資料の付箋の「８」と書いてあるところの、

上から２番目の「② 収支状況」というところに黒点が３つございますが、それの３つ目

のところ辺りに関連して、３行目（１）に「収支差引」と書いてありますが「差額」、金

額の「額」の方が適切である、それに直してもらいたいということと、それからもう少し

それと関連して、ここに前回御発言の中で収録されてないというか、言葉足らずのところ

があるというふうに委員がお感じになったということですので、それで前回の御発言を補

っていただいたのだと思います。しかし、ただ資料の８は事務局が勝手に作っていて私は

全然相談は受けておりませんでしたが、私は今回この「８」は出さない方がいいと思って

おりました。というのは、先ほど冒頭で事務局からの説明の中にもありましたように、前

回の議事録をまだ作っていないわけです。作っていれば、今おっしゃっていた事はもうち

ょっとコンプリートに書かれているのではないかと思うのですが、それを事務局が勝手に

要約したものですから、「もっと要約すべきことが要約されていない」という事がありう

るわけです。それで、今日、ここに来て事務局から「８」を作ったと示されましたが、私

はこれについてはあまり触れないでおこうと思っていたところです。それをさっと目を通

して委員から御発言いただいたわけですが、これをあまりいじると困るから今日のところ

は触れたくありませんが。 
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委員 前回ちょっと言葉足らずのところがありまして、その意味では財務に関してはやは

りきちんとした利益計画にしろ何にしろ策定していくというような文章が必要なのではな

いかと。どういう目的で内部留保が必要であるかということも踏まえて、健全な経営が維

持出来るような体制を整えるのが１番重要なところだろうと思います。ですからその辺り

を是非お願いします。46ページの方だと企業債の残高推移が31年に渡ってと書いてありま

すが、ただ単に企業債の残高が減る事が良いということではないものですから。基本的に

は、企業債を発行しなければならないのは、利用者に公平化させるというか、その観点か

らもある程度の企業債というものは当然必要になってくるはずです。例えば、設備を50年

にわたって使う設備を税で賄った場合は、今負担している税を支出されている方が全額負

担ということになりますが、50年にわたって利用するのだったらその期間に利用する人達

が施設の固定費を負担すればいいという考え方もあります。だからそういう意味から言う

と、あまり企業債があるから「悪」であるとかいう考えもちょっとおかしいので、その辺

のバランスも取った経営の見方ももう少し必要ということと、そういうものも出来るだけ、

どこかで結構ですので、今後の健全な経営を行うための利益計画にしろ、すべての長期的

な観点から、コスト管理とかからすべてですけど、煮詰めて計画をして事業を遂行してい

くという姿勢を示していただければと思います。 

 

会長 ありがとうございました。先ほどの御発言と今の御発言とひっくるめて、こういう

ふうに取り扱いたいという非常に貴重な意見でした。前回にありました「随分負担してい

ない部分があるのではないか」ということと関連するのですが、この問題は先ほど申した

第５章に「長期的な取り組み」とありますが、ここの中身の中に入れてはどうかと思う話

です。つまりここは、85ページ以降は、「今後に向けての提案」とか、そういう事を言っ

ている章です。これは今日は取り扱いませんが、この「長期的な」というところ、「素

案」の中の 終章ですが、このところを事務局から説明していただく時に、この「素案」

に加えて今のような事を入れていってはどうかと思います。 後の、２つ目以降の「色々

あるだろう、そういう事についても取り組んでやるべき」ということです。 

合わせて、これは私の意見ですが、52ページの上段の２つに右と左に分かれていると

ころがありますが、ここの右の部分に「他方、水道事業は独立採算であるため・・・」と

書いてある。ここのところは、やはり今の委員の御意見とも非常に関連しますが、これも

「長期的な課題」、第５章の方に持って来るべきものだと思います。つまり、これは現行

制度ではないということです。こういうふうに「あるべき」だというか、将来は「こうす

るべきだ」ということを言っているものを、ここの対策のところに書くのはどうかなと気

になってはいます。この部分は、やはり第５章の「長期的な取り組み」の方に持っていっ

たほうが落ち着くというか、そうした方がいいと思います。私も気になっておりました。

どうぞ、他に。 

 

委員 ちょうど今、会長がおっしゃられた52ページの上の右側のところの語句の事なので

すが、８行目の「節水への取組みで収入が不足する」、「水需要が減って収入不足が起き

る」、それに対する「公的助成制度も検討する余地があると考えます」というところで、

「助成制度」というと、どちらかというと個人に対して何か助成するという意味が強いと
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思います。一人、個人々々に対して。ここの意味は恐らく、それをまず聞いたらいいので

すけど、どういう意味でここを「助成制度」と書いたのか。これは多分水道事業に対して

何らかの、一般会計とか国からの補助等を検討していく必要があるという意味ではないか

と思いますが。 

 

会長 おっしゃる通りです。「補助」というよりも「負担金」みたいなものですね。この

意味は何を言おうとしているかというと、ここにも書いてあるように、例えば節水意識が

非常に高まってきた、そうすると特に今の料金表は逓増制となっている、つまり使えば使

うほど単位当たりの料金が割高になっているわけですね。それが「節水」ということを促

すように、そういう料金を作ってあるわけです。それは大都市というか、一般的には非常

に多い。それはそれで「節水」という意識、あるいはその行動を促すには非常に効いてい

るわけです。 

ところが水道事業という会計だけを見ると、節水者が増えたらその分、水が売れなく

なるわけですね。つまり、それだけ減収になってくるわけです。他の自治体でもそうです

が、値上げ等が起ると一般家庭の主婦たちは、「節水を一所懸命にしたのに値上げになる

のか」となるわけですね。つまり、水道の会計にとっては収入が減るわけですから、それ

はやっぱり矛盾しているだろうと考えるわけです。特に「独立採算制」という今の制度は。

そうすると、節水という良い事をしたのだから、それは「環境」という面にとってはプラ

スになるわけです。つまり、より広い社会全体とか地球全体を見た場合は。そうすると、

プラスになった部分を何らかの貨幣的に計算できれば、その分を水道の会計の方に一般会

計あるいは環境の方の会計等から幾分入れてやれば値上げをしないで済むわけです。ここ

はそういうような事を言いたいわけです。「公的助成」という言葉が良いか悪いかという

ことは別にして、そういう事は今の「地方公営企業法」の中では考えられてないわけです。

狭い意味の「収入」とか「経費」のみだから。だから今の制度とは違う一つの提案なので

す。だから、これは後ろに持って行った方がいい。今申し上げたのはですね。 

 

委員 言葉をちょっと変えた方がいいでしょうね。「公的助成制度」とすると、個人に対

してと捉えられてしまうので。 

 

水道局 意味合いは今会長から御説明いただいたように、今の制度では「水道事業の運営

に要する費用は水道料金で賄う」という制度になっておりまして、国庫補助であれ一般会

計の補助であれ、税金を繰り入れる事が出来る場合というのは非常に限定されているとい

うことになります。ですから、ここは国の方でそういう制度の整理をしていただかないと

実現しないものではありますが、ここで書いている意図は、国庫補助になるのか一般会計

からの補助になるのか分かりませんが、税で、水道会計へ減収分を補填するという意味で

書いておりますので、そういう事がわかりやすい形で本文は修正させていただきます。 

 

会長 よろしいですか。 

 

委員 はい。それと合わせて左上の文章のところの、ちょっと読みづらいといいますか、
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「地下水を利用した専用水道は、地盤沈下が発生しやすいなどという地域性から大量の地

下水利用が少なく影響が出ていません」と、私ちょっと「少なく影響が出ていません」と

読んでしまったので、「少なく」という言葉の後に点でも打っていただいた方が、どこで

これが切れているのか、非常に長くて、「地下水利用が、少なく影響が出ていません」と

読んでしまうと文章の後が繋がりにくいので、「地下水利用が少なく、影響が出ていませ

ん」の方がいいと思います。 

 

会長 「本市においては地下水利用が少ない」という意味なのでは。解説してください。 

 

水道局 はい、「地下水利用等による専用水道」ということで、都市によってはホテルと

か結構水を使われる施設で地下水を汲み上げられて、それを処理した上で飲み水に使うと

いうようなことが起っている自治体が結構ございます。ただ尼崎の場合は、そういう事例

が今まで無い、「地下水を汲み上げた専用水道」というのは無いということで、そういう

意味で書いたものです。ですから、大量の地下水利用をする事例が尼崎の場合は無いので、

尼崎ではこういう「地下水を使った専用水道」という面での影響はありませんと、そうい

う意味で書いております。分かりやすいように修正いたします。 

 

委員 先日「地下水は無い」とおっしゃっていましたけど、この「地下水利用が少ない」

ということは、少し意味合いが違うと思うのですが。 

 

会長 「井戸水の量が無い」という意味ですよね。 

 

委員 井戸ですか。 

 

水道局 井戸等の地下水を利用した専用水道というのは尼崎市には事例がないということ

です。 

 

委員 分かりました。 

 

幹事 「少なく」というのは存在するようにも聞こえるので、そこの部分の文言修正です

よね。「少なく」というのは、「ある中で少ない」という表現にも取れますので、そこの部

分は、今の御意見を受けまして修正したいと思います。 

 

会長 その地下水の事と、下の３行はちょっと話が違いますよね。下の３行は工業用の水

のことで、それは、本来は工業用水に関わる今の法制度でいくと、口に入れてはいけない

ものです。しかし、それを「膜処理」とかいろいろ近年は技術が発達してきていて、そう

いうものを会社の中などで利用するというやり方が、それを口に入れているのかどうかは

分かりませんけど、そういうような事が増えてきていると。それもやはり心配は心配だか

ら。それをする事によって、上水道の方の需要が落ち込むおそれがあるからです。それで

やはり「独立採算」に響くかもしれないというような事があるわけです。その辺りの事が
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書いてあるわけです。ところが、上の方の地下水をそのまま病院とかスーパーとかが大量

に使うということは、今までは上水道、水道水を使っていたのをやめて地下水の方にお客

さんが逃げることになるわけです。だから水道の収入が減ると、そういう問題と下の３行

は少々違うということです。 

 よろしいですか。どうぞ、他に。 

 

委員 尼崎市は、琵琶湖総合開発に関しては、先日の委員会の時に一般会計の方から支出

が出ているということをおっしゃっていましたが、他にも青蓮寺ダムとか高山ダムとか淀

川大堰からも水利権を得ていますね。これらに関しては、償還はもう済んでいるのですか。 

 

水道局 水源開発費の負担については、琵琶湖開発事業を含めて償還は済んでおります。

一般会計からの繰入れで申しますと、琵琶湖開発よりも前の水源開発についてはそういう

制度がありませんでしたので、水道事業会計で全額負担をしております。ですから、一般

会計からの繰入れがありますのは琵琶湖開発事業にかかる分だけです。 

 

委員 そうすると、青蓮寺ダムとか高山ダムとか淀川大堰に関しては、今は水道事業から

どれ位の負担をしているのですか。 

 

水道局 20年度の支出額で申しますと、水道事業から年間で約2900万円ほど支出しており

ます。 

 

委員 それは全部入れてですか。 

 

水道局 はい、トータルです。 

 

委員 これは、半永久的にダムに参画している限り続くということですか。 

 

水道局 そうですね。基本的には水資源開発の施設を維持管理するための費用ということ

で、その施設を使っている間はその費用を負担していくということになります。 

 

委員 それでは阪水の方は、淀川大堰の他に、日吉ダムとか青蓮寺ダムとか高山ダムとか

にも水利権を得ておりますが、これにどれ位費用がかかっているか御存知ですか。 

 

水道局 阪神水道が払っております水源施設の管理負担金は、年間で約５億円です。 

 

委員 それは琵琶湖総合開発も含めてですか。 

 

水道局 全てですね。１番新しいのが日吉ダムですから、そこまで含めて、全ての水源開

発施設の管理費として年間５億円負担しております。 
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会長 よろしいですか。他に、どうぞ。 

 

委員 全然違う内容なのですが、第４章の見方なのですけれども、「今後の目指すべき方

向性」ということで、それぞれの項目のところにⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期と分けて、どういうこ

とを検討していくかと項目別に整理をされています。ほとんどのところがⅢ期目で「検討

結果に基づき実施」となっています。ところが、実際に検討に６年もかかるようなものは

それほど無いと思いますし、長期的な方向性が定まれば検討すべき事項もはっきりするは

ずですから、もう少しスケジュールを具体的に見せられるのか、見せられなかったらわざ

わざ３つに区切ってもあんまりスケジュール性も分かりませんし、６年も掛けて色々な事

を検討するという感じに取られても問題なので、もう少し何か工夫ができないものかと思

います。 

 

会長 ありがとうございます。今おっしゃったのは、例えば78ページのところを御覧いた

だくと、今の「経営」の問題の「人材」の話が出ていますが、そこで「方向性と」して、

中段以降のところに黄色とか黄土色みたいな線が引いてあって、そこのところにビジョン

というのは10年物ですから、その10年をⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期と始めの２年、それから４年、

４年という感じで３つに分けて、例えば「人材育成計画の策定と運用」とこう書いてある。

それで、Ⅰ期、Ⅱ期とそれまでは検討していって、その第Ⅲ期、１番 後の平成28年から

31年のところで「検討結果に基づき実施」と、こう書いてある。他も大体同じように書い

てあるわけです。それに対して、委員の御指摘というか御意見は、10年ものだけどその前

の２年と４年の６年間位いろいろ検討していって、 後の４年、そこのところで「実施」

というふうに読めるけれども、色々他のページも全部同じような10年の計画で同じように

Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期となっていますが、物によってはもっと早くから実施出来るものもある

だろうと。その辺りのところをちょっと、書き方といいますか、もう一つ工夫できないの

かということをおっしゃってくださったのではないかと思いますが、それについて「素

案」をお作りになった事務局の方の、今お考えがあればどうぞ。 

 

水道局 初回に冊子をお配りさせていただいたのですが、「素案」の69ページのところで

「ビジョン」の「実施スケジュール」を定めておりまして、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期の区分けの

仕方、基本的な考え方というものをこちらの方に記載をしております。全てではないので

すが、基本的にはⅠ期の平成22年、23年度で下に書いておりますような個別の計画、施設

の整備計画でありますとか、危機管理、職員、財政とか、そういう計画を立てて、それに

基づいてⅡ期から実施をしていくことを考えています。ただ、全てⅠ期の間に出来ないも

のもあるかも分かりませんが、基本的にはこの２年間をかけて計画作りをして、Ⅱ期から

実施をしていくという考え方を持っております。従いまして、第４章の作り方といいます

か書き方は、確かにスペースの問題などもありまして、Ⅰ期とⅡ期が同じ欄に区切られた

ような形での記載になっておりますが、ここはもう少し実態の考え方に合った形の書き方

というか、工夫をして修正をするようにさせていただきます。 

 

会長 というお答えですが、今のでは、どういうふうに修正するか分かりませんが。 
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幹事 修正するというよりも、１番大きな委員からの御指摘は、例えば78ページでありま

すと、Ⅱ期とⅢ期のところに縦に線が入っていることで、視覚的にここで内容が分断され

ているように見えるということであろうと思います。ただ今説明しましたのはそういう事

ではなく、検討して着手するものについては速やかに着手していくということが基本的な

考え方でありますので、例えばこの縦の線を斜めにする事によってⅠ期とⅡ期の間でもや

っていきますとか、そういう工夫をしていきたいということでありまして、後は文言の中

で６年間、単に考えているだけではなく、直ちにやっていくというような事を補強したい

ということであります。そのような工夫で、少し視覚的にⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期が分断されて

いるわけではないということを分かるような表現にしたいと思います。 

 

会長 ありがとうございます。それも１つの修正の仕方です。しかし、私の個人的な見解

を申しますとちょっと違うのですが、国の「ビジョン」のお手本というのは10年物の「フ

ィロソフィー」というか、基本的には「考え方」を示しなさいというふうに私は理解して

います。ここに書いてある事をこれから10年でどういうふうに計画をやるのか、いわゆる

「実施計画」と国の「ビジョン」の中には書いてありますが、これは「ビジョン」には示

さなくても良いと思っています。これが正しいかどうかは分かりませんが。他の自治体も

「ビジョン」を作っていますが、そこでもほとんど「フィロソフィー」しか作っていない。

この「実施計画」はほとんど出していない。 

では、どういうふうにやっていくのかというと、例えば審議会で「ビジョン」を作っ

て、その目標に対しては「基本的な考え方」だけを出す、どちらかというと定性的といい

ますか。では、当局はどういうふうに現実にそれを実行していくのかというのが「実施計

画」で、それは３年でもいいし、２年計画でも良いし、作った段階で審議会を開いたりし

て示すわけです。審議会で作った10年物の「ビジョン」を、我々は本当にそれを現実のも

のとしますと、それはこの問題については「２年計画」、この問題については「３年計

画」というふうにして個別で出していく。それについて、我々は「フィロソフィー」のよ

うな「ビジョン」を作ったら基本的には責任はもう無い、実施部隊は当局ですから。当局

がやるのですから。ただ、我々は「ビジョン」を作った責任がありますから、「ビジョ

ン」で謳っているこの「フィロソフィー」通りにやってくれているのかどうかということ

を、「実施計画」を示してもらって、それについて我々が意見は言えるわけです。もっと

こういうふうにしたらどうかとか、もっとこの問題は急いでやったほうが良いのではない

かとかは言えるわけです。それを本当に受け入れるか受け入れないかは「当局」が決める

わけです。だから、私はそのように解釈していますから、「実施計画」というのは、私は

基本的には「ビジョン」で示す必要はないという考え方です。 

ところが本市の場合、非常に特徴的なのがこれを「ビジョン」の「素案」に入れてい

るところ、ここが非常に面白いというか、他と違う。それはそれで、皆さんがその方が良

いのではないかと、つまり他の自治体と違った方がいいのではないかと、そのかわり今の

ように委員のような御意見もあり得るから、まっすぐ線を引かないで、ぼかしたような線

をななめに引くというのも１つの考え方だろうし、修正の仕方もいろいろあるだろうと。

あるいは他の方の意見ももちろんあるだろうというふうに僕は思います。この辺りの取り
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扱い方も全体の調整をする時に、もう１回もしかしたら事務局の案が出てくるでしょうか

ら、それを見た上で御意見をいただいたらいいのではないかと思います。 

 

幹事 今の会長の御発言に対してなんですが、事務局といいますか、提案した方の立場か

ら申しますと、会長がおっしゃるように今回については「方向性」を御確認いただくとい

うことについてはこれまでも御説明しておりますので、会長が整理していただいた通りだ

と思います。ただ、具体的に「方向性」を示しましても10年間のどのあたりでやっていく

かということも分かりませんと、中々具体的なイメージをいただけないのかなということ

で、今回につきましては、我々としましてはⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期という考え方を示している

ところでありますので、そういう大枠といいますか、進め方の大枠をこの表で示している

と。具体的な進め方につきましては、会長が御指摘されましたように、具体的に我々が経

営計画として達成していく部分になろうかと思いますが、基本的にこのあたりでやってい

くと示したものがこの工程表であると御理解いただけたらいいかと思います。 

 

会長 ありがとうございます。 

 

委員 今の話と関連しているかもしれませんが、「ビジョン」で方向性を示すという意味

であれば、例えば43ページの「業務実施体制」で、この括弧書きの「長期的な課題」、そ

れで次の44ページの「（5）広域的な連携（長期的な課題）」ということで、この「素案」

の中で、ここだけが「長期的な課題」という但し書きがついているのですが、方向性の

「ビジョン」ということでありましたらこれは特段なくてもいいのではないかと考えます。

あと付け加えれば、45ページの「施設能力」のところの「課題」、ここは11文字くらいで

終わっています。それと54ページの「お客様ニーズの課題」、これはこの「素案」の 大

で400文字くらいあります。これは差がありすぎるのではないかと。もう少しこの11文字

の方は増やすことはできないかということと、400文字の方は逆にこの辺は絵だけで文章

が 初の方はないので、そういう意味では本文という形で何か示す、切り足したり切り分

けたりすることができないかなと思います。 

 

会長 ありがとうございました。二つあったと思いますが、前段でおっしゃっていただい

たことは43ページと44ページですか。43ページの一番上の冒頭のところに「（3）業務実施

体制」となっていて、括弧して「長期的な課題」と書いてある。同じように44ページの中

段ちょっと下、「（5）広域的な連携」というところも括弧して「長期的な課題」と書いて

ある。この二つのところだけが「長期的な課題」と書いてあるけれども、先ほども申しま

したように、この「素案」の中の第５章、これがいわゆる「長期的な課題」でありますか

ら。もちろん今の43ページの「業務実施体制」も下の課題のところに「方向性」と書いて

あって、86ページを見ろと書いてある。同じように、44ページの「広域的な連携」も「課

題」のところで「方向性」、86ページを見ろと書いてある。この二つは第５章ですね。だ

から別に問題ないと思うのですが、おっしゃったことは43ページの一番上の「実施体制」、

それだけでいいのではないかということだと思います。「長期的な課題」というのはいら

ないのではないかと。それから44ページも「広域的な連携」であとの括弧はいらないので
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はないかということをおっしゃったと思います。これを取ったらいいだろうという話。 

それから、後段でおっしゃった、ページによって、あるいは項目によって表現に濃淡

があるというか、非常に簡単に書かれているところとかなり詳しく書かれているところと

があって、ちょっとその辺が気になるというあたりなのですが、今のところ、特に後段の

ことについて何か。 

 

水道局 表現に濃淡があるということですが、この記載の仕方は、全体を見た中で調整を

させていただきます。 

 

会長 ということですが、よろしいでしょうか。他にはございませんか。 

 

委員 先ほどすでに議論のあった52ページのところの右側の表現で、後ろにもっていくこ

とはもちろん当然のことですが、やはりこの文章そのものが、節水になって収入が減って

困るが、しかし地球環境・温暖化の問題は真剣に取り組まないといけないし困っています

と、なんとかしてくださいというように見える。そうではなくて、水道事業がむしろ積極

的に温暖化防止に取り組んでいくという、これは理想論なのですけど、そういうトーンで

書かないと夢がないのかなと。私が思うには、いくつか問題があって、例えば水源の問題、

水利権が余っている、こういう問題はむしろ国が積極的に乗り出すところですね。これに

よって、温暖化に対する防止策が、それによってどんどん水利権のある分だけ使われてし

まうよりは節水型になる方がいいわけです。それはやっぱり国が考える問題です。それか

ら尼崎市も含めて、阪神水道もそうですが、すでに施設を作ってしまったものについては

借金を返さなくてはいけないわけで、そこはどうするか。場合によっては長期的に見て施

設をやりかえるときにダウンサイジングによって将来の経費を減らしていくとか。それか

らもう一つは、水道料金が高くなるのは困ることは困るのですが、けれども水道というの

は私の感覚では少々料金が高くても皆使うであろうと、つまり価格弾力性がそんなに大き

くないのですね。ですから経営的に言えば、大切な水なのだからお金を払っていただきま

すと。節約すれば総経費は下がりますから、頑張って節約した人は安くなることは安くな

るのですね、トータル経費としては。ですから、そういう事をしっかり説明して、「公的

助成」についても必要な部分は当然あると思いますが、やっぱり水道事業そのものでこう

いうふうに取り組んでいくのだという姿勢が大事じゃないかなと、そういうトーンでやる

べきではないかと思います。 

ヨーロッパ辺りでは、状況が違い、夏はあまり暑くないということもありますが、非

常に水を節約して使っています。日本での一人当たりの生活用水が250リットルぐらいあ

る中で150リットル位でやっている。それで料金はやはり高い。元々当然なので、そうい

うことも理解してもらう努力も必要なんじゃないかと。できれば僕は、公営企業としてき

ちんと自前で採算とりながら貢献していくという、そういうトーンの方がいいと。水源地

みたいなところは国の出番もあると思いますが。 

 

会長 ありがとうございました。２点あったかと思いますが、基本的にはさっきの右のほ

うに書いてあるところを後ろのほうに持っていくことは問題ないですが、中身の書き方、
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ウェイトというかトーンを変えて書いたほうがいいのではないかという話です。それはど

ういうふうに考えるべきかというと、やはり「節水型」だから減収になると、それはその

通りなのですが、「節水型だから節水型が悪い」という意味ではなくて、ある意味では

「水道は貢献している」と取れば良いわけで、そういう書き方をむしろしたほうが良いと、

トーンとしてね、日本語の。その辺りをここで書くか、あるいは今日時間がないからやめ

ようとしている「環境」のところで書くか、「環境への貢献」、それは別にして書き方のト

ーンを変えてはどうかということです。 

もう一つは、あまりにもこの書き方が、解釈の仕方によると、減収になったからすぐ

に一般会計から、とか、そういうふうに安易に考えられるのもどうかなという話。基本的

には一つの地方公営企業なのですけれども、広い意味の公益事業ということにとったら、

基本的に自前というか、そこでというふうに考えるべきではないのかと。それはおそらく

委員も同じようなことを考えておられるのではないかと思いますが。エネルギーでも「節

約」とか「省エネ」とかやっているわけです。それはその分では需要は減っている。しか

し、だからと言ってエネルギー産業は、一般会計というか税金から、「環境」に寄与して

いるからくれ、というふうには言ってないわけです。そういうことを考えればすぐわかる。

その辺りをどう書くかという話です。その２つの点。表現を工夫するというか。書いてあ

ること自体は間違いではないと思います。そのことをおっしゃっているのではないかと思

います。 

他にはございませんか。 

 

委員 81ページの「水道料金の新たな徴収方法等の検討」の中に、①、②、③とあって、

私もこれが分からなくて、これが何を検討しようしているのか。①の「電気、ガスなどの

他の公共料金取扱い事業者とのバランス」というのは、おそらく2ヶ月を1ヶ月にというよ

うなことだと思うのですが、②と③というのがちょっとわかりにくいですね。 

 

会長 もっと分かりやすく書いて欲しいということですね。以前に口頭で説明していただ

いたときは、もう少しほぐしてくれたのではないかなと思いますが、もう一度お願いしま

す。 

 

水道局 ここの記載の仕方は検討させていただきます。ここに書いております意味は、ま

ず１番目につきましては、やはり尼崎で水道、電気、ガスを使われておりますので、どう

しても料金の支払い方等を比べられるのは、他の水道事業体と比べられるのではなく電気、

ガス等と比べられるということになります。ですから、例えば電気やガスではこういう支

払い方ができるのに水道ではなぜできないのかとか、同じような取り扱いが出来るように

して欲しいと、そういう要望の受け方をします。従いまして、この①は電気、ガスなどの

他の公共料金と同じようなサービス、利便性を確保して欲しいという使用者の方の御要望

にお応えしようということです。ですから、同じようなサービスが提供できるように考え

ていこうというのが１番目の内容です。 

２番目につきましては、「水道料金の支払い時期や支払い方法でのコストの差を踏まえ

たバランス」ということで、例えば支払い方法で申しましたら口座振替で納めていただく、
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あるいは振込用紙をお送りしてコンビニエンスストアで納められるとか、あるいは 近で

したらクレジットカードでの支払いも出来るようになりました。それぞれの支払いの仕方

によってかかるコストに差が出ます。水道局の場合は口座振替の振込み手数料にかかるコ

ストが一番安かったのですが、そういうことも受けまして、水道局では口座振替を御利用

いただいて決められた日にお納めいただいた方には53円、これは振込用紙の送付代という

ことで料金の割引というのをやっています。ですから単に徴収方法ではプラスでかかって

いるコスト分を料金のほうから割り引くと、これは電気なんかでもやっていることです。

そういう支払い方法や時期の差によってかかるコストがかわってきますので、それを調整

しようというのが２番目の考え方です。 

３番目の「直結式の利用者と受水槽式の利用者とのバランス」ということで、これは

直結式であろうが受水槽式であろうが水道をお使いいただきましたら、量が同じであれば

同じ額の水道料金を御負担いただいております。直結式の場合でしたら、例えば老朽化し

た水道管の取替え、鉛製給水管の更新をしたり、水道局が水道法上の定めもありましてか

なり水道局の方で関わって修繕をしたりというようなことをやっております。しかし受水

槽式になりますと、受水槽以下の設備は設置者の方に管理をしていただくということにな

っておりまして、受水槽式についてはあまり水道局の方の関わりというのがないというの

が現状です。「安心」のところで御説明いたしましたが、小規模受水槽につきましては法

律上点検等の義務付けがないということで、管理が悪ければ水質が劣化するというような

こともありますので、今後はそういう小規模な受水槽については直結式に切り替えていた

だくようなことをこれまで以上に進めていかなくてはいかない。制度は作っておりますが、

水道局としての関わりがないということもありますので、今後においては、そういう受水

槽式から直結給水への切替えということを促進していく方策を何か考える必要があるとい

うことで、直結式の利用者の方に局が関わっているのと同じような、バランスをとったよ

うな局の関わり方というのを考えていかないといけないということです。 

そういう意図でこの３つについては書いておりまして、見出しにつきましては徴収方

法等の検討ということになっているのですが、ここは今後水道の使用者の方にサービスと

いいますか利便性を高めていただくとか、そういう取組みを考えるにあたってはこういう

視点で考えていこうと、そういうことでこの３つの整理をさせていただいているというこ

とです。 

 

委員 「水道料金の新たな徴収方法等」となっていますから、その「等」の中にそういっ

たことが入っているのかと思いましたけれども、その下にも「水道料金の1か月徴収制度

についての検討」を行うということで「方向性」を書いてありまして、特にその３番の話

は徴収制度に何か関係しているのかどうかというのは、本文の中では何も記載がないので。 

 

委員 ちょっとだけいいですか。３番目のところで。何か矛盾したことをおっしゃったよ

うに思うのですが。受水槽式にはサービスが十分にできてないとか、それから受水槽式だ

ったら逆に水量調節なんかを末端でやっていただいているので、むしろ安くしないといけ

ないわけです。ところが市のほうは直結式にしてほしいと言っているわけで、少し矛盾し

た話を説明されたように思うのですが。ですから、受水槽式の方にはむしろ価格的には安
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くしないといけない方向にあると。 

 だから、なぜここにこれが書いてあるのかという今の質問に関係するのですが。 

 

水道局 料金の納め方で言いましたら、受水槽式にもいろいろ種類がありまして、水道局

が個別に、各部屋ごとに水道局がメーターをつけて検針をし、料金を直接請求するという

やり方をやっております。「各戸徴収」と言っているのですが。そういうものもあります

し、古い建物といいますか、かなり昔に建てられた建物等でしたら、建物一戸、親メータ

という大きなメーターで契約をしていただいて、中の料金はそれぞれ管理人さんが集めて

いただくというようなところも中にはございます。しかし、料金の徴収の仕方ということ

で言うと、各戸徴収がかなり普及してきていますので、戸建ての住宅とあまり変わらない

ような形となっております。ですから、ここで書くのがいいのかどうかと言うと、ここは

「料金の徴収方法等の検討」ということで徴収方法に限ったような書き方になっておりま

すので、確かに入れる場所が悪かったといいますか。 

 

会長 ③がちょっと他とは違うのですね。 

 

水道局 そうですね。③番については少し主旨が違いますね。 

 

会長 直結式で市の方は進めたいということで、それは具体的に言うと、どちらかという

と「鉛製給水管」の問題というか、「水質」絡みでしょう。そのことと、徴収コストがど

ちらがより多くかかっているかということによって、料金徴収方法がどうあるべきかとい

う話とはちょっと違うと思います。その辺りと絡んで、もう少し言葉を補って、より分か

りやすく書くと、特に①と②ですが。③をここで書くか、あるいは別のところで書くか。

あるいはここで徴収方法と絡んで書きたいのであれば、その辺が良くわかるように書くか。

よろしいですか。 

 

水道局 修正させていただきます。 

 

会長 他にないですか。もしなかったら私のほうから簡単に２点だけ言わせてください。 

一つは、この問題の冒頭の41ページのところで、「経営」の問題を取り扱いますという

ことで４つのテーマが書いてある。上から３つは前も言われたように、いわゆる「経営」

に関わる「人」の問題、「物」の問題、「お金」の問題ですから基本的なことと思いますが、

その次の「お客様との良好な関係づくり」、これは公営企業とお客様との関係、ある意味

で外的な関係なのですが、それで止まっているのですが、私はやはり水道という地方公営

企業の「経営」について書くと、あるいはこれを公にするということになってくる時に、

次の点が全然書かれてないじゃないかと思うのは、民間の株式会社の場合、株式会社のこ

とを書こうと思えば「株主総会との関係」というのは絶対書かなくてはいけないですよね。

一方、同じように、公営企業というのは単独では存在できない。必ず「議会と首長との関

係」、そこによって「公的な支配とか責任」を受けるわけです。それと公営企業の「経営

の自由度」、そことのバランスが重要なのです、基本的には。公営企業の存在というのは。
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公営企業というのは単独では存在できない。議会とか首長とかの関係が必ず出てきます。

例えば、料金問題一つ取り上げても、単独で公営企業が水道料金を決められない。やはり、

そういう存在ですよということをどこかで書いておいた方がいいのではないかと思います。

「経営」の問題を、公営企業の「経営」という問題を取り上げた場合には。その辺のこと

は全然触れられていないのはちょっと問題かなと思います。 

もう一つは、43ページ辺りに委託の問題が書いていますが、やはり基本的には第１回

の時に頂いたファイルの中にも書いてありますが、今年の７月８日付けで総務省の方から

出ている、「公営企業の経営にあたっての留意事項」というのがありますよね。これの中

の委託に関係したところがあります。例えば７ページ。ここの⑥のところで委託の問題が

書いてあります。総務省の資料ですが、 後のところ。委託先の定期的な見直しや業務執

行能力についての「定期的な評価」等を行うことが望ましいと書いてあります。その辺り

のことをこの43ページのどこかで、中長期的には委託の「実績」と言いますか「分析評

価」ですね。これがコストの縮減にどのように役立ってきているのかとか効果をあげてい

るのかとかということをどこかの段階で分析しなくてはいけないと思います。その辺のこ

とが、課題の辺りに業務の委託を増やすということはどうなのかなということは書いてい

ます。だけど、その奥にはやはり、今やっている委託の「評価」、「実績の評価分析」、こ

れをやっていないとこういうことを言えないと思います。どこまで委託を広げたらいいの

かとか、もちろんそれは制度的なものもありますけど。この辺のことも踏まえて、と言う

ことが非常に重要だろうと思います。総務省の「留意事項」のその辺りを活かしてもう少

し付け加えて書いたらいいのではないかと思います。その２点だけお願いしておきます。 

それではあと一時間くらいですが。 

 

委員 追加の意見を加えたいのですが、尼崎市の水道事業の20年度の予算をインターネッ

トで調べました。そうしたところ、20日に説明されていた会計のやり方というのが私は全

く分かりませんでしたので、どういうことなのかなと思って調べたのですが、要するに収

益的収入及び支出というものと、資本的収入及び支出というものに分けて経営していると

いうことですよね。今、「水道ビジョン」で問題にされているのは収益的収入及び支出に

関してだけだということで、それはどうなのかなといいますと、結局、資本的収入及び支

出で書かれているのは、まず収入と言いながら挙げられているものは企業債、それと市か

らの一般会計からの補助金、これが主な収入源になっています。要するに、借金と一般会

計からの税金だということですね。それを何に支出するかというと、償還金及び大きいの

は配水管整備事業。つまり配水管の更新をしないといけませんというふうに「ビジョン」

では書いていますけれども、配水管の実際の更新の事業は資本的収入及び支出の方で賄っ

ているということですよね。ということは、水道事業は独立採算だといいながら、実際に

はこういう更新とか耐震化とかいうような大きな施設の費用は水道料金では賄えていない

ということですか。 

 

水道局 「独立採算制」と申しますのは、水道事業の資本的収入の一部の補助金は、前回

も御説明しましたように琵琶湖開発事業にかかります一般会計の補助金、これを国の基準

に基づいて一部繰入れをいただいております。それ以外は、水道料金と言いますか水道事
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業の収入で賄うということになっていまして、ただ施設の更新等の建設投資は中々全て自

前のお金だけでは資金調達が出来ないということで、企業債という長期借入れをして施設

の更新をし、取得した施設の減価償却をすることによって借り入れたお金を元金部分です

が返していくと。利息はまた別に、収益的支出の中に支払利息として出てきますけど、結

果的にはすべて水道料金で借り入れた元金も利息もお返しをするという形になっておりま

すので、会計は収益的収支と資本的収支の２つに分かれますけど、基本的には全て皆様か

ら御負担いただく水道料金でお支払いというか賄っていくことになっています。 

 

委員 なっているかもしれませんが、実際には資本的収入及び支出の中から企業債に償還

金とか長期借入金の償還金を払っていますよね。 

 

水道局 はい。 

 

委員 ということは、これは借金をして借金を返していくということですから、自転車操

業ということではないですか。 

 

水道局 こういう例えがいいのか分かりませんが、個人の方が家を買う場合は全てキャッ

シュで払えればよいですが、それが出来ないということで銀行からお金を借りて月々の収

入の中から返していくということがあります。ですから自転車操業といいますか、委員の

方からもお話がありましたが、そういうお金が水道料金の収入の中に、例えば収益的支出

の費用の中に将来の分の更新費用も含めて全て料金でいただいて、いただいた料金で全て

更新をしていければ借り入れをせずにやっていけるのですが、そうしようと思うとかなり

水道料金が高くなるということもあります。元々事業は大正7年くらいからやっていまし

て、当初から全て市の方で資金調達できなかったということもあって、お金を借り入れて

施設を作ってきたということがありますから、借りたお金で作って返すという形になって

しまっている。ですからもう少し踏み込んだ事業経営を考えるのであれば、今の御利用の

方にももう少し御負担いただいて、借り入れはせずに運営をしていくということも可能な

のかもしれませんけども、これはごく一般的にそこまでしなくてもと言うか、長期借り入

れをして施設を建設し、その分をこれから施設を使われる方に料金として負担していただ

くというのも負担の仕方としては普通といいますか、おかしなやり方ではないと思います。 

 

委員 おかしなやり方ではないかもしれないですけれども、ここまでいろいろ話を聞いて

きて、「ビジョン」を読ませてもらってきて、これからさらに設備をどんどん更新しなけ

ればならない要素がたくさんありますと。一方で、尼崎市の給水人口は明らかに減ってい

て、水の需要も減っているというような状況で、しかも、すでに余剰になっている水利権

は返すことも出来ないという、その三点をセットで考えたら、どう考えてもさらに借金を

繰り返して、しかも返す当てのない借金になるような状況になっているのではないですか。 

 

水道局 いえ。ですから、いわゆる借金、長期借り入れがどんどん膨らんでいってどうし

ようもないというようなことになりましたら困りますので、今持っている自前のお金と借
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入金のバランスといいますか、過度に借金に依存するのではなく、どの辺りが妥当な額か

というのは中々難しいところではありますが、水道料金として御負担いただく額、長期の

財政の見通し、過度に借金に頼らない、そういうものを色々見ながら施設の更新というの

をやっていかないといけない。ですから、返す当てがない借金ということではなく、確か

にどこまで施設の更新をするのかというのはまた別の問題としてあるのですが、必要な施

設の更新についてはやっていかざるを得ない。それをやるにあたってはどういう資金の手

当てをするのかと、料金で御負担いただく部分と借入金で賄う部分とのバランスを考えな

がら事業の運営をやっていくということです。一般的な答え方で申し訳ないのですが。 

 

委員 よろしいですか。工場経営をしておりますと、設備はやはりお金を借りて、借りた

ものを長期で少しずつそれを利益で返済していくという形をとっております。一度に、あ

るお金でやれたらいいのですが、そうはいかない。長期にやらないと今度は自分たちの売

る製品の価格が跳ね上がってしまいますので長期に借りるわけですね。作ってしまった施

設はいずれどこかで返したり潰したり売ったりする可能性はあるかもしれませんけれども、

現状は維持せざるを得ない。そうすると、現状を維持するための設備改革、お金をかけて

改設していく、これは是非とも必要なことであると。それがなければ現在供給するものが

ストップする恐れもありますので、それは絶対に必要なものである。ただ長期に物事を考

えるにあたって、私は先ほど46ページに書かれていた今後の企業債の推移と見通しを見る

限り、経営的におかしな状況ではないと感じて見ておりました。以上です。 

 

会長 先ほど事務局から御説明がございましたが、委員はまだ十分納得されてないのでは

ないかと思いますが。 

 

委員 はい、納得してないです。それはどうしても、計画水量に対して、今、実際の水の

使用量が50%を切っているという。しかもそれがさらに、今からまだ減っていくという状

況が、これはいくらなんでも余りすぎだろうと。それを今のまま漫然と更新を続けるとい

うことは、どう考えても尼崎市の市民に大きな負担になるとしか思えないです。 

 

幹事 前回の審議会でも公営企業の会計、仕組みたいなものが分かりにくいというお話が

あったと思います。それについては補充といいますか、資料編のようなところで、水道の

経営の仕組みはこうなっているのですということを、きちんと説明していこうという御説

明をしました。そこの部分で、日々、毎年必要な経費をやる収益の部分と、先ほども申し

ましたが施設をローンで返していって、そのローンの原資を日々の収益の中で手当てして

いくという部分、ここの考え方についてもう少し分かりやすくしないと、水道事業を分か

っていただきにくいですねというお話をしましたので、そこの部分はきちんとさせていた

だきたいと思います。 

それから今、委員からありましたように、施設能力の話につきましては例えば45ペー

ジ辺りにもおっしゃっていただいた「施設能力（長期的な課題）」と表現しておりました

けれども、「適正な処理能力の変更」のところ辺りで、おっしゃっているようなことにつ

いて課題認識しておりまして、それについては漫然としていくのではなく対応していく考
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えがあるということは示しているつもりでございます。ですから、我々としましては、今

後の対応としては、今の御指摘の内容については当然対応していくべき課題であると十分

認識した上で経営していく必要があると思っているところです。 

 

会長 委員は誇張しておっしゃったのではないかと。私も思っていますが、当然、事務局

の中でも、今の需要からみると、施設能力が非常に過大になって、水が余ってきていると

いうことは認識しているわけです。それでどうするのかということは、「中長期的な課

題」のところで書かれている。つまり、「安心」、「安定」もあるだろうし、あるいは先ほ

ど委員がおっしゃったように、「更新時期にもう少しダウンサイジングする」とか色々あ

りますね。あるいは「事業規模をどうするか」という話も出てくるだろうと、「長期的課

題」のところで。それは事務局も当然気づいてはいる。だから、気づいていないというこ

とではない。 

それから今、おっしゃったことに関連しますが、委員の御発言を聞いていて思ったの

が、やはり「公営企業の会計」というのは民間の私企業の会計とはちょっと違うところが

あるのですね。特殊なところがありますから、その辺にも配慮しながら、もう少しどこか

で分かりやすく書いてもらいたい。特に収益的収支と資本的収支のどの辺がどう違うのか。

もう一つ、委員の御発言を聞いて思ったのは、「独立採算制」の意味ですね。「独立採算

制」というのはあるけれども、地方公営企業法の中で、何でも収入で経費を満たしなさい

とは言ってない。少なくとも二つの例外がある。基本的に法律上は、今の現行法の中で決

められています。例えば水道、水についていえば、公園で水道水を使って噴水をやってい

る。それにはコストがかかっている。それをも市民の水道料金にオンするのかというとし

ない、それは「例外」扱いにすることなのです。それはなぜかというと、それを一般の家

庭とかあるいは商店とか水を使っている水道料金の原価の中に、「公園の噴水のコスト」

までを入れ込むのは適切じゃないと考えている。「不適切経費」と言っている。そういう

ものは、税金で満たしても良いと国も認めている。それが一つ。それともう一つは、「困

難経費」というのがあって、これはいかに公営企業者が経営努力をしても、どうしても採

算がとれないと初めから分かっているような場合。これが分かりやすい例は、離島の診療

所とか病院、そういうものです。それは、いかにコストを削っても赤字になることは初め

からわかっている。そういうものは「困難経費」と扱いまして、それははじめから幾ばく

かの税金を入れていいと。そこまでの「独立採算」ということは初めから考えていない。

そういう「不適切経費」と「困難経費」は、「独立採算」という考え方の「例外」と考え

ておりますから、「独立採算」と言っても、すべて経費をすべての料金収入で満たさなく

てはいけないということを意味しているのではないという話です。この辺のこともやはり、

もう少しこの中で書いておいてもらった方が皆に分かってもらえるのではないかと思いま

す。これは「修正版」のところで、事務局に頑張ってもらって分かりやすく書いて、ある

いは図を使ったりして書いていただけたらいいのではないかと思います。 

次に移っていいですか。「９」の方はそれほど枚数はないのですが。説明をお願いでき

ますか。 

 

水道局 あまり時間もございませんので、簡単に御説明いたします。今日お配りした資料
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の「９」、「環境」と「国際」というところですが、これは水道事業に直接関わらないとこ

ろですけれども、水道事業、工業用水道事業共に、環境に配慮した活動であったり国際協

力に配慮した活動であったりというものを求められるようになってきているということで

す。 

１点目ですけれども、「4.1事業活動に伴う環境負荷」ということで、これは事業活動

に直結した取り組みをここで整理しております。「資源・エネルギーの利用」ということ

で、まず始めに電力量です。水道事業、工業用水道事業共に事業活動の中で様々な環境で

負荷を与える活動というのをしておりますけれども、その中で電力量、電気の使用量とい

うものが も環境に与える影響が大きいと水道局の方では考えております。下にグラフを

付けておりますけれども、左が水道事業で、青が配水量、浄水場から送り出した水の量、

赤の折れ線グラフが電気の使用量です。いずれも水需要が減ってきたことに伴って、電力

使用量も下がってきていたという状況なのですが、水道事業については近年では横ばいに

なっております。逆に工業用水道事業については、新規に工場が立地したというようなこ

ともありまして、水需要の増に伴って電気の使用量も増えていっていると。ですから、こ

ういう電気の使用の効率化ということが、１点目の環境面での課題と考えております。 

次のページ、59ページですが、電気の使用量以外の環境の管理に関するものですが、

電力量以外で環境負荷の低減へ向けた取り組みというものを、グレーで囲ったところに６

項目ほど挙げております。水道局ではISO14001の認証を取得する中で、こういう取組を現

在行っております。それぞれの項目ごとに、右側に取り組みの内容を書いておりますけど

も、この中で上から二つ目、「浄水処理過程で生じる浄水発生土」、これにつきましては現

在埋め立て処分を行っております。従いまして、これについては有効活用といいますか、

そういうものが現在できていないということで、この「浄水発生土の有効活用」というの

が廃棄物の処理という上で課題になっております。次のページお願いします。 

「（2）漏水対策」でございますが、上水道で言いますと、老朽化した配水管の取替え

を行っていることと、漏水調査を毎年実施いたしまして、漏水の早期発見、修繕に努めて

いるところです。しかしながら、下の課題のところを見ていただきますと、国の「水道ビ

ジョン」では漏水率の目標というのが２％ということで定められてはいますが、尼崎市の

現状では5.2％ということで国の目標値を達成できていないという状況であります。 

一方、工業用水道につきましては、課題の少し上のところにありますが、平成２０年

度の漏水率は0.2％となっていまして、これは管路の延長が短いということや配水圧が上

水道に比べて低いというようなこともあり、こちらはほとんど漏水がないということにな

っております。 

以上が事業に直接関わります課題でありまして、「4.2」は「環境面での新たな取り組

み」として整理をしております。全国の一部の事業体では、浄水場等の敷地を利用して太

陽光発電などを行いまして、再生可能エネルギーとしましてＣＯ２を出さないエネルギー

の利用というものに取り組んでいる事例が出てきております。尼崎市では、こういうもの

を導入するということになりますと、経費削減ということも期待できないということもあ

りまして、また中々コストに見合わないということもありまして、現在は導入を行ってい

ないという状況にあります。しかしながら、ＣＯ２削減の取り組みというものがやはり大

きな社会問題になってきておりますので、これは水道事業の場合、工業用水道事業もそう
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ですが、料金収入で賄うと言うのが原則になりますので、当然利用者の皆様方の御理解を

得るというのが前提にはなりますが、「再生可能エネルギーの利用」ということについて

も取り組みを検討していくということを課題として考えています。 

「環境」面は以上でして、 後「4.3」が「国際貢献」という部分ですが、こういう項

目で水道局で実施しておりますのは、姉妹都市や友好都市、あるいは市内の企業様からの

要請があった時に水道局の施設を見学していただく、こういう対応を行っている程度でご

ざいます。国の水道ビジョンですが、国際貢献ということで海外からの研修生の受け入れ、

発展途上国への技術者の派遣ということも掲げられております。尼崎市としては、規模の

面からしましてもどういうことができるのかということが、大きな都市がしているような

ことは難しいかもわかりませんが、尼崎市として取り組んでいけるものはどのようなもの

があるのか、ということについて検討していくことが課題と考えております。 

以上が課題でありまして、４章の取り組みの方向性ですが、82ページの「4.1事業活動

に伴う環境負荷の低減」ということで、「省エネルギー、省資源の推進」ということに取

り組みます。中身としましては、今後、設備の更新ということがありますのと、庁舎とか

色々施設の更新が出てまいります。そうした際には、「省エネルギー」というものを意識

した仕様のものに更新をしていく、そういう取り組みを行っていきたいということです。

「環境管理の方策」につきましても、今はＩＳＯへの取り組みを行っていますけれども、

その取り組みをもう少し効率的に行うことについても考えていくということです。「浄水

発生土の有効活用」につきましては現在できておりませんので、再利用する方法というの

を検討して参ります。以上３点が「省エネルギー、省資源の推進」です。 

次は83ページですが、「漏水防止対策の継続実施」ということで、これにつきましては

引き続き更新と共に漏水調査を行いまして、漏水の早期発見に努めてまいりたいと思いま

す。「4.2」の「太陽光発電等の検討」ということで、これについては「再生可能エネルギ

ーの導入の実現性」について検討してまいりたいというふうに考えております。当然そう

いうものを検討するにあたりましては、出来る限り低コストということが条件になってく

ると思いますので、そういうことについても配慮する中で考えていきたいと思います。 

もう一点が「環境用水への活用を検討する」ということで、これにつきましては「適

正な施設能力の検討」を課題に挙げております。そういう中で、「水の有効活用」という

ことで、例えばですが、「環境用水」ということで活用できないかと。あるいは水道水に

つきましては他の事業体でも実施しておりますが、「ミストの散布事業」という「ヒート

アイランド対策」ということでされております。こういうことで取り組めないかというこ

とを検討した上で実施していきたいということを考えております。 後に、「国際貢献」

につながる方策の検討ということで、これについては具体的なものがあるわけではなく、

尼崎市としてふさわしい方策というものを検討していこうということで考えております。

中身としましては、「国際交流・協力の推進」、「国際展開への寄与」という視点で、一点

は市内の企業が進出しております海外の地域で水道や工業用水道の整備について何か協力

できるものがあれば、そういうことについての支援ができるのかということを検討してい

きたい。二点目、尼崎市内に多くの外国人の方が居住されております。こういう方に、よ

りわかりやすい事業活動、水道事業なり工業用水道事業のことを正しく分かっていただい

て、利用していただけるようなそういう取り組みも行っていきたいと。あと三点目ですが、
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国のほうで「水道ビジネス」というものを、日本の企業が「国際展開」できるような取り

組みをしていこうということが国のほうで進められております。その中で、水道事業にし

ろ工業用水道事業にしろ自治体が経営しているということもありまして、施設の運営とい

うのは全て公共団体の職員がやっているということがあります。従いまして、そういう企

業が「国際展開」されるにあたりましてオペレーションを担当している公共団体の職員と

して、何か協力、貢献ができないかと、そういう視点でも検討していきたいと考えており

ます。 

簡単ですが「環境」と「国際」につきましては、それぞれこういうふうな取り組みを

行っていきたいと考えております。 

 

会長 以上、「素案」について何か御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。 

一つは「環境」、一つは「国際」。「国際」の中には「国際協力」と「国際展開」がある。

この二つについてはどう違うのかというと、いま御説明がありましたが、「国際協力」と

言うのは「ノンビジネス」ですね、「営業」ではなく「支援」とか「協力」、「援助」とか

そういう感じです。それに対して「国際展開」というのは、「ビジネス」として国際的に

出て行くという話ですね。例えば、原子力等では、原子力発電所を作ったりあるいはそれ

を運営したりするような技術を、わが国だけでなく需要がある中国やインドとか東南アジ

アなど、そういうところに売り込む。それは「ビジネス」です。それを「国際展開」と

我々は言っている。同じような行動で言うと、例えばＪＲの新幹線の技術を売り込んでい

く。アメリカ等では大統領自らセールスマンでやっているということがございますが、そ

ういうようなことをここでは「国際展開」と言っている。水の分野でも遅ればせながら、

「オールジャパン」としてはそういうこともやる必要はあるなという気運は近年出ており

ますが、まだわが国は「国際展開」の点で成果をあげているということではありません。

ですから、地方自治体として、水道局として何かできないかと、今の段階では「ビジョ

ン」の中に書きにくい、その辺があると思います。 

それに対して、「環境」の問題はグローバルに色々関心があるというか。それで58ペー

ジの「環境負荷」のところは、水を作ったり送ったりする時にどれだけ「省エネルギー」

とか色々な面で環境に負荷を与えないような努力をしていく、あるいはする必要があるの

かという辺りを書いている。それから60ページは、もう少し積極的に「環境」面で新たに

取り組むと言うか、そういうことをやろうと思うと、どうなのだろうかという辺りを書い

ているのですが、ここでちょっと気になるところがある。やはりそういう色々な設備を作

ると、太陽光の発電設備等を作ってということをやろうと思うとやはりコストがかかる。

設置するコスト、あるいはメンテナンスのコスト。そうすると、それはやはり水道料金の

中に入ってくる。いくらか料金が上がるかもしれないとか。それを全部、水道事業者の経

営努力で吸収せよと言われるとやはり厳しい点があるだろうと。これは今、新聞等々で電

気など特にエネルギー分野で言われていますが（ガスも同じだと思いますが）。色々な面

で「環境」的に寄与するように求められている。そうすると、そのコストを電力会社だけ

でエネルギー企業だけで吸収できない、やはり電気料金の中にオンせざるを得ないという

話がある。消費者はその問題についてどう考えるかの議論は、あまり聞かれないと思いま

す。エネルギーについては。それに対して60ページの書き方は、「皆様から料金として負
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担してもらわないといけないから導入していません」、と書いている点は、エネルギー等

と比べてどうなのかなということはあります。しかし、83ページでは、それでもやはり導

入しなくてはいけないのかなというようなニュアンスの書き方をしている。当局は色々悩

んでいることがここから伺えるとは思いますが。 

 

委員 「環境」面での新たな取り組みで、例えば山等がある都市でしたら水を送るのに高

低差を利用して発電というようなこともされたりしているようですが、尼崎は平地ですの

で太陽光発電ということがあるのでしょうけれども、他にこれから検討していくというこ

となのですが、他に何か考えられるような、そういった「再生可能なエネルギーの利用」

がないのかですね。太陽光発電以外にも。先進的な都市でやっているところがあれば、何

か調査されたりとか。 

 

会長 今おっしゃった「山」云々というのは、高低差があるときにその差を利用して小規

模だけれども発電するという技術はあるわけですね。その辺のことは本市については使え

ないかもしれない。しかしながら、太陽光以外に、水道の分野の先進的な都市で何か本市

でも使えるような事例はないかというお話です。 

 

水道局 おっしゃられます通り、高低差がない地形ということで、その他といいますと、

管の中を水が流れるということで、その時のエネルギーを使えないかということで小水力

発電というものがあるのはあるのですが、中々実用化が今のところは難しいのかなと思っ

ております。当然経済性ということも関係しますので。 

 

委員 「国際貢献」のところで書いておられるのですが、姉妹都市とか友好都市とか書い

ておられる。書いてあることは非常に良いことなのですが、もう一つ、「協力都市」とい

うものを作ってはどうかなと思います。つまり、書いてはあるのですが、中国ははっきり

言ってもう開発途上国ではないわけです。だから、対等にどういうやりとりをするかとい

う話なのですが、しかしながら途上国はまだもっと低いレベルの途上国があって、私もこ

の秋、精力的に中国各地と、先週までまたネパールへ行っておりまして、水道の事情も全

部見てきたのですが、やはり10年前に行った時と全然進歩がないのです。それはお金だけ

で協力をしてきたために、例えば、ここは水道の施設は30年持ちます、パイプは40年持ち

ますと言っているにも関わらず、向こうへ行ってみたら援助して施設を作ってから10数年

で使えなくなっている。それはきちんとしたメンテナンスの指導ができていないからなの

です。そういうようなことから言うと、できたら「協力都市」のようなことをして、ちょ

うど臨時的ですが、オリンピックでいろんな国に対して「ホスト町」みたいなものができ

ましたね。どこの国の人たちに対してはどこの町が協力するとか、特定のところが結合し

てアフリカのどこの国が来たらどこが協力すると。そういうふうにすれば相手が限定され

ますので、長い目で物を見て、技術協力なり経営の協力なりがしやすい。友好親善も良い

のですが、もう少し技術や経営面で協力をするような、「協力都市」のようなことができ

れば。例えばそれがラオス国のどこかの市でも構いませんし、そういうものを作るような

検討をしていったらどうかと。そうすると、尼崎はこういうよく似た特性といいますか、
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尼崎市が協力しやすい都市が特定できますし、継続的にやれます。場合によっては、研修

生ではあるのですが、できたら市の臨時職員のような形で1年間雇用してやるとか。語学

のハンディもあるように見えますが、途上国の人たちは自分たちが行ける国がはっきりす

れば、ものすごく勉強している。日本語の学校もネパールではたくさんありますし、皆一

生懸命勉強している。だから、そういう資格を持つ人のような、水道局の優秀な職員をこ

ちらで養成してあげると。予算の問題もありますし、国のＪＩＣＡ等のお金の使い方もあ

りますけど、何かどこかから湧き上がってきて頼まれたら研修してあげましょう、では。

世界中見てきて私が思うのは、やはり水の問題で一番困っています。ネパールでも電気も

全然ないのですが、電気よりも水だと言っておりますし、水道局には水道をつけろとデモ

隊が押しかけてくるぐらいの状況なのです。私はまさに遭遇したのですが。ですから、あ

あいう実態を知ると、やはり「国際貢献」のあり方を何か工夫する必要があるのではない

かと。そうしないと、一般化してしまうと、国が金を出すものだとか、国がお願いしてき

たら引き受けます、とかになるので。何かそういうことも議論してほしいという希望です。

以上です。 

 

会長 今、おっしゃっていただいたことは、例えば84ページの中ほどに書いてある姉妹都

市とか友好都市とか、これは「都市と都市の間で提携関係」がきちんとあるわけですね。

そういうものではなくて、水道の建設があるかどうかわかりませんが、建設とかメンテナ

ンスとか、そういうようなところを尼崎の水道が、ある国の自治体とか町、そういうもの

と「協力」とおっしゃいましたが、そういう関係をして、定期的に、そういうことについ

ては尼崎からも色々、向こうからも「研修」に来るし、こちらからも向こうへ行って色々

「指導」するとかいうような自治体間でのそういう接点というか、そういうものをやった

らどうかと。そうすると、例えば外国のＢという都市は大阪とそういう「協力」関係をや

ると、Ｃという国は神戸市とやるとか。そういう「草の根」というか「草の根レベル」の

自治体間の一対一の関係とか、そういうようなものを築いていくということが「国際貢

献」、「国際協力」ですね。「ノンビジネス」ですから。そういうことをここで書けるのじ

ゃないかと。単に上からというか、国からあるいは水道協会からとかという話ももちろん

あるでしょうが、それ以外に「草の根レベル」で今おっしゃたようにネパールとかいろい

ろ必要性はあるわけですから。そういうところとそういう関係を結んで「協力」をすると、

「協力関係」を作るということも書いてもらったらどうなのかということをおっしゃった

のではないかと思います。これは現実問題としてどうですか。そういうニーズは、委員は

よく御存知ですから。よく外国行かれていますからね。 

 

委員 そういう検討をする、というようなニュアンスを残したらどうかなと。 

 

水道局 具体的にイメージが湧かないというところがありますが、おっしゃっていること

は分かりますが具体的に、というとなかなか。考えさせてもらいます。 

 

幹事 ＪＩＣＡ的な展開を一事業者としても取り組んだらどうかというような御意見でも

あるかと思いますので、そういうことについては当然検討していくテーマの一つとして取
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り上げるとは思いますので。その書き振りを工夫していきたいと思います。 

 

委員 「地方分権化」ということが、今東南アジアの国々の課題になっておりまして、具

体化するのに水道などでも困っているわけです、「地方分権」でどう扱うかと。そういう

所では、かなり協力できることがあると思います。 

 

水道局 わかりました。 

 

委員 浄水過程で生じる浄水発生土は現在のところはリサイクルできていないということ

なのですが、もしこれをリサイクルしようとすると、かなりコストがかかるのではないで

すか。 

 

水道局 おっしゃられる通り、きちんとした製品といいますか、例えば園芸用土等に使う

場合でしたらそれなりのコストがかかるというのはありますが、そういった中でも、やは

り「リサイクル社会」というものへの対応として、よりコスト面を考慮した中で有効利用

が図れる対策を検討していきたいと考えています。 

 

委員 国交省の場合でも堤防の草を刈るのですが、これを堆肥化するのにコスト的にはも

のすごく割高になってしまいます。そういうことをそこまでしないといけないのかという

のがあるのですが、ごみにしてしまうにはもったいないものですから、やはりできるだけ

コストのかからない方法でリサイクルを検討していただきたいと思います。 

 

会長 その場合のコストというものは、あまりにも短期的なコストではなく、もう少し長

い目で見たもの、短期的に見ると高いがもう少し長い物差しでみたらそんなに高くないと

言えるかもしれないし。 

 

 

委員 瑣末なことなのですが、84ページの色々イラストを使っていただいているのですが、

一番左のハングル文字が何と書いてあるのかなと。適切な表現がされているのであれば良

いのですが、読める方がみたらこれはなぜここに入れているのかということになるといけ

ませんので。これは何と書いてあるのかと。真ん中はアルファベットだけなのですが。 

 

幹事 公開していく上で、貴重な御意見であったと思います。我々がこういうふうに意味

もなく使うのではなく、載せていくからには理解していると。それからその表現が問題で

あるかないかということはやはり検証していく必要があると思いますので。すみません。

御指摘いただきましてありがとうございます。 

 

委員 中国語等を使って「水を大切に使いましょう」とかありますから、そういうものを

うまく入れるとか。 
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会長 その辺りは事務局に任せます。大体いいでしょうか。 

では、他の連絡事項をお願いします。 

 

事務局 それでは、今お配りしていますのは、次回以降の審議会の開催についてでござい

ます。12月は冒頭でもございましたが２回の審議会を予定しておりまして、第６回目が12

月17日の木曜日の午後２時30分から、第７回目が12月22日の火曜日の午前10時からとなっ

ております。場所ですが、いずれも尼崎商工会議所7階702会議室となっております。 

次回の第６回目は「経営」に関する「素案」の「修正案」を出したりしながら、「変革

を目指した長期的な取組み」の審議を予定しております。 

それから、前回分と今回分の会議録につきましては後日郵送させていただきますので、

その中で事務局の方で期限を指定させていただきたいと思いますので、御確認をよろしく

お願いいたします。繰り返しになりますが、次回第６回の審議会は今までの会議と異なり

まして午後からの会でございますので御注意ください。 

事務局から以上です。 

 

会長 はい。ありがとうございました。以上で他に御意見がなければ終わりたいと思いま

すが、よろしいですか。 

では以上をもちまして終わります。ありがとうございました。 

 

〔午後０時０分 閉会〕 
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